
現
在
、
子
ど
も
手
当
を
受
け
て
い

る
人
は
、
毎
年
６
月
に
「
子
ど
も
手

当
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お

け
る
状
況
を
審
査
し
、
引
き
続
き
子

ど
も
手
当
を
受
給
で
き
る
要
件
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
提
出
が
な
い
と
、
６
月
以

降
の
手
当
の
支
給
が
差
し
止
め
ら
れ

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
22
年
４
月
以
降
に
新

た
に
支
給
開
始
と
な
っ
た
人
（
子
ど

も
と
別
居
し
て
い
る
人
は
除
く
）は
、

手
続
き
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

現
況
届
の
用
紙
は
、
役
場
健
康
福

祉
課
福
祉
室
の
窓
口
で
、
直
接
お
渡

し
し
、
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

６
月
上
旬
に
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
受
給
し
て
い
る
人
は
、
必

要
な
も
の
を
確
認
の
う
え
、
役
場
健

康
福
祉
課
福
祉
室
ま
で
お
出
掛
け
く

だ
さ
い
。

▼
現
況
届
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

・
受
給
者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

な
ど
の
写
し[

受
給
者
が
被
用
者(

サ

ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど)

で
あ
る
場
合
。

各
自
Ａ
４
用
紙
に
コ
ピ
ー
し
た
も
の

を
持
参]

子
ど
も
の
保
険
証
不
可
。

年
金
加
入
証
明
は
原
則
的
に
不
要
と

な
り
ま
し
た
が
、
一
部
必
要
な
人
も

い
ま
す
。

・
子
ど
も
が
他
市
町
村
に
居
住
し
て

い
る
場
合
は
、
子
ど
も
を
含
め
た
そ

の
世
帯
全
員
の
住
民
票

・
外
国
籍
の
人
は
、
受
給
者
と
児
童

全
員
の
外
国
人
登
録
証
お
よ
び
パ
ス

ポ
ー
ト

・
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す

る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
限

６
月
18
日(

金)

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５

４
）

手

当

子
ど
も
手
当
を
受
け
て
い
る
人
へ

６
月
は
現
況
届
の
提
出
月
で
す
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町
で
は
、
健
康
を
増
進
し
、
一
層

の
禁
煙
の
推
進
と
受
動
喫
煙
の
防
止

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
庁
舎
内

（
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
含
む
）
全

面
禁
煙
を
７
月
１
日
か
ら
実
施
し
ま

す
。「

健
康
増
進
法
」
第
25
条
に
基
づ

い
て
、
病
院
・
学
校
・
官
公
庁
・
そ

の
他
多
数
の
人
が
利
用
す
る
施
設

で
、
禁
煙
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に

法
制
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
に

は
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

禁

煙

７
月
１
日
か
ら
実
施

役
場
庁
舎
内
全
面
禁
煙

群
馬
県
で
は
５
月
・
６
月
の
期
間

を
「
春
の
環
境
美
化
月
間
」
と
し
環

境
美
化
推
進
活
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。町

も
、
県
の
活
動
と
あ
わ
せ
、
環

境
美
化
推
進
協
議
会
と
各
自
治
会
の

協
力
を
得
て
、
６
月
21
日
（
月
）
〜

25
日
（
金
）
の
期
間
、
ご
み
の
出
し

方
な
ど
の
一
斉
指
導
を
行
い
ま
す
。

こ
の
期
間
、
各
ご
み
収
集
場
所
に

腕
章
な
ど
を
付
け
た
役
員
が
現
地
指

導
を
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
町
指
定
ご
み
袋
で
出
し
て
い
な
い

物
に
つ
い
て
は
、
注
意
シ
ー
ル
を
貼

り
指
導
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
４
３)

ご

み

春
の
環
境
美
化
週
間

ご
み
収
集
場
所
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
週
間
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町
で
は
、
幼
稚
園
教
育
の
一
層
の

充
実
を
目
指
し
て
、
経
済
的
理
由
か

ら
幼
稚
園
の
保
育
料
な
ど
の
支
出
割

合
が
大
き
い
家
庭
を
対
象
に
、
そ
の

軽
減
を
図
る
た
め
保
育
料
の
減
免
を

行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
現
在
通
園
し
て
い
る

幼
稚
園
ま
た
は
教
育
委
員
会
事
務
局

学
校
教
育
室
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ
先
　

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
５
９
４)

教

育

幼
稚
園
児
の
保
護
者
の
皆
さ
ま
へ

幼
稚
園
就
園
奨
励
費

各
地
区
の
処
理
場
で
処
理
し
て
い
ま

す
。降

雨
時
の
処
理
場
に
は
、
雨
水
の

混
入
し
た
汚
水
が
大
量
に
流
れ
込

み
、
処
理
場
の
機
能
を
損
な
う
事
態

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。下
水
道
管
は
、

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
と
も

に
汚
水
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
絶
対
に
雨
ど
い
な
ど
か
ら
の
雨

水
を
流
さ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
上
下
水
道
課
下

水
道
室
　
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線

５
０
７
）

下

水

下
水
道
排
水
設
備
工
事

つ
な
ぎ
こ
み
は
町
指
定
工
事
店
で

▼
表
彰
基
準

【
銅
章
】
５
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
の
人

【
銀
章
】
10
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銅
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
章
】
15
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銀
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
銀
章
】
20
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
金
章
】
30
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
銀
章
を
受
章
し
て
い

る
人

【
旭
日
金
冠
章
】
40
年
以
上
無
事

故
・
無
違
反
で
金
冠
金
章
を
受
章
し

て
い
る
人

▼
対
象
者

渋
川
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
表
彰
基
準
を
満
た
し
て
い
る

人▼
申
込
期
間

【
役
場
受
付
】

６
月
30
日(

水)

ま
で

【
渋
川
交
通
安
全
協
会
受
付
】

７
月
15
日(

木)

ま
で

▼
必
要
書
類

印
鑑
、
運
転
免
許
証
、
交
通
安
全
協

会
会
員
証
、
無
事
故
無
違
反
証
明
書

発
行
手
数
料
６
３
０
円

※
交
通
安
全
協
会
で
申
込
む
場
合

は
、
無
事
故
無
違
反
証
明
を
各
自
で

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
４
４)

表

彰

平
成
22
年
秋

優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
受
付

下
水
道
工
事(

公
共
下
水
道
･
農

業
集
落
排
水)

の
本
管
工
事
が
完
了

し
供
用
を
開
始
し
た
地
域
は
、
町
の

指
定
工
事
店
で
下
水
道
の
つ
な
ぎ
こ

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
指
定
工
事
店
以
外
で
は
接

続
工
事
の
取
り
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

本
町
の
汚
水
処
理
は
、
公
共
下
水

道
に
つ
い
て
は
玉
村
町
の
県
央
水
質

浄
化
セ
ン
タ
ー
、
農
業
集
落
排
水
は

↑


